
○ 拠点等は、障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進めるため、重度障害にも対
応できる専門性を有し、地域生活において、障害者等やその家族の緊急事態に対応を図るもので、具体的に２つの
目的を持つ。

○ 地域生活支援拠点等の整備促進を図るため、目的、必要な機能等、市町村・都道府県の責務と役割を
周知・徹底する。

（１）緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用
⇒ 地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
（２）体験の機会の提供を通じて、施設や親元からＧＨ、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を
提供する体制を整備
⇒ 障害者等の地域での生活を支援する。

趣旨
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平成２９年７月７日

１ 目的

○ 拠点等の機能強化を図るため、５つの機能を集約し、ＧＨや障害者支援等に付加した「多機能拠点整備型」、また、
地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の「面的整備型」等、地域の実情に応じた整備を行う。（例：「多
機能拠点整備型」＋「面的整備型」）

（１）必要な機能
⇒ ①相談 ②緊急時の受け入れ・対応 ③体験の機会・場 ④専門的人材の確保・養成 ⑤地域の体制づくり

※ 原則、５つの機能全てを備えることとするが、地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足の程度
については、市町村が判断する。

２ 必要な機能等
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（１）必要な機能（具体的な内容）
① 相談
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネー
ターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特
性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
② 緊急時の受け入れ・対応
○ 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の
受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
③ 体験の機会・場
○ 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験
の機会・場を提供する機能
④ 専門的人材の確保・養成
○ 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行う
ことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
⑤ 地域の体制づくり
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置
し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機
能
※ 医療的ケアが必要な障害者等への対応が十分に図られるよう、多職種連携の強化、緊急時の対応等について、
医療機関との連携も含め、各機能を有機的に組み合わせる。
※ ５つの機能以外に、地域の実情に応じた機能を創意工夫し、付加することも可能。
（例：「障害の有無に関わらない相互交流を図る機能」、「障害者等の生活の維持を図る機能」 等）

（２）運営上の留意点
① 拠点等において支援を担う者（支援者）の協力体制の確保・連携
支援者が拠点等における必要な機能を適切に実施するために、支援者全員が、地域の課題に対する共通認識を

持ち、目的を共有化し、協力及び連携して業務を実施しなければならない。

２ 必要な機能等



地域生活支援拠点等の整備促進について（通知）【概要】

（２）運営上の留意点
② 拠点等における課題等の活用について
拠点等においては、個別事例の積み重ねから、地域に共通する課題を捉え、地域づくりのために活用することが重要である。そのため、例えば、

支援者レベルの検討会を開催し、蓄積された事例を集約し、市町村が設置する協議会の部会等の場に報告することが必要である。
③ 拠点等に必要な機能の実施状況の把握
市町村は、拠点等に必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又は必要な時に、例えば、市町村が設置する協議会の

部会等の場を活用して、拠点等の運営に必要な機能の実施状況を把握しなければならない。
具体的には、例えば以下の（ア）から（サ）に掲げる内容を踏まえながら、拠点等に係る短期・中期・長期の運営方針を定めていくこととし、その実施

状況を把握する。（以下に掲げる内容は例示である。）

（運営全般に関するもの）
（ア） 拠点等の組織・運営体制・担当する区域におけるニーズの把握を行っているか
・ 拠点等の整備方針の基本理念の検討、関係者間の共有化が図られているか
（イ） 地域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針
・ 重度、高齢化、独居世帯等の障害者等の生活状況の確認を行っているか
（ウ） 障害福祉サービス等事業所・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク（地域社会との連携及び専門職との連携）構築の方針
・ 障害者等や地域住民を含め地域の関係者を集めて、協議会で把握した地域の課題を共有するための勉強会やワークショップ等を開催しているか
（エ） 個人情報の保護
・ 支援者間において、市町村が定める個人情報保護の規定を踏まえた対応が図られているか
（オ） 利用者満足の向上
・ 相談や苦情に適切に対応できる体制となっているか
（カ） 公正、公平性・中立性の確保
・ 公正、公平性・中立性の観点から、適切に障害者等の受け入れを行っているか
（個別機能に関するもの）
（キ） 相談
・ 障害者等やその家族の相談には各制度とも十分に連携しながらワンストップで対応しているか
（ク） 緊急時の受け入れ・対応
・ 「緊急時」の定義付けを行い、緊急時の対応（定義外の対応を含む。）について、具体的な方法を定めているか
（ケ） 体験の機会・場
・ 空き家・公民館等を最大限活用しているか
（コ） 専門的人材の確保・養成
・ 障害者等の重度化・高齢化に対応できる人材を確保・養成するため、専門的な研修等の機会を確保しているか
（サ） 地域の体制づくり
・ 地域の多様な社会資源の開発や最大限の活用を視野に入れた必要な体制を構築しているか

２ 必要な機能等



地域生活支援拠点等の整備促進について（通知）【概要】

（２）運営上の留意点
④ 各制度との連携
拠点等は、障害者等の地域での生活を支援することを目的としているため、地域における障害福祉以外のサービ

ス等との連携体制の構築が重要であるため、各制度とも十分に連携しながら、拠点等の運営に当たる必要がある。

（３）拠点等の整備に係る区域（担当区域）の設定
拠点等の整備に係る区域（担当区域）については、市町村の人口規模、業務量、運営財源や専門職の人材確保

の状況、地域における日常生活圏域等との整合性に配慮し、効果的・効率的に業務が行えるよう、市町村の判断に
より担当区域を設定するものとする。

２ 必要な機能等

（１）整備に向けた取組
・ 拠点等は、「基本的な指針」において、平成29年度末までに市町村等に少なくとも一つ整備することとしているが、
必ずしも整備に向けた取組が進んでいない状況である。
・ このため、第五期障害福祉計画においても引き続き同様の整備目標を掲げるが、第四期障害福祉計画の期間中に
拠点等の整備を行わなかった市町村等においては、既に整備が進んでいる地域の事例等も参考としながら、地域に
おけるニーズの把握や課題の整理を早期に行い、積極的な整備を進める必要がある。
・ なお、拠点等の整備がなされたか否かについては、市町村における必要な機能等を踏まえ、その実効性が担保さ
れたかどうか等により総合的に判断されたい。
・ その際、拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要である。例えば、協議会等の合意をもって、拠点等の整備
がなされたと判断することも考えられる。そのため、「多機能拠点整備型」、「面的整備型」等の整備においては、市町
村が、例えば、協議会等の必要な場を主体的に設ける必要がある。
・ また、「面的整備型」を行うに当たって、短期入所事業所を整備することとなった場合等について、社会福祉施設等
施設整備費の優先的な整備対象としてふさわしいものと考えられる。
・ さらに、地域生活支援事業等の「地域移行のための安心生活支援」の事業も活用いただきたい。

３ 市町村・都道府県の責務と役割



（２）必要な機能の確保・発揮に向けた体制整備に向けての留意点
市町村は、拠点等の整備の目的を達成するため、必要な機能を発揮することができるよう、拠点等の運営につい

て適切に関与し、体制の整備に努めるものとする。
具体的には「地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等について」（平成28年８月26日事務連絡）において

示している点に留意し行うこと。

（３）拠点等の必要な機能の充実・強化
市町村は拠点等の必要な機能を確保・発揮することと併せて、拠点等において必要な機能を充実・強化することが

できるよう、その関与に努めるものとするが、具体的には以下の内容に留意すること。

① 拠点等における役割分担と連携の強化
市町村等においては、地域の課題や目標を共有しながら、相互に連携する効果的な取組を推進していくことが求

められる。

② 効果的な拠点等の運営の継続
（ア）市町村の定期的な評価
・ 地域全体で支える体制を構築していくに当たっては、障害者等にとってワンストップの相談窓口機能を果たす拠点
等の運営が安定的・継続的に行われていくことが重要となる。そのためには、まずは拠点等の支援者自らがその取
組を振り返るとともに、整備主体たる市町村が拠点等の運営や活動に対する評価を定期的に行うことが重要であ
る。
→ 具体的には、例えば、市町村が設置する協議会の部会等の場を活用し、利用者、家族等の関係者からの意見等
も踏まえ 、市町村が定めた運営方針を踏まえた効果的、効率的な運営がなされているか等について、評価を適切
に行い、公正、公平性・中立性の確保や効果的な取組の充実を図るとともに、不十分な点については改善に向けた
取組を行っていくことで中長期的な観点からも一定の運営水準を確保していくことが期待できる。

３ 市町村・都道府県の責務と役割
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（３）拠点等の必要な機能の充実・強化
② 効果的な拠点等の運営の継続
（イ）拠点等の取組情報の公表（普及・啓発）
・ 拠点等は、地域で生活する障害者等やその家族の身近な相談機関として、その業務内容や運営状況等を幅広く
周知することにより、拠点等の円滑な利用やその取組に対する障害者等及び地域住民の理解が促進されることか
ら、市町村は拠点等の取組内容や運営状況に関する情報を公表するよう努めることとする。その際、特に「面的整
備型」の場合については、必要な機能等を包括的に明示するなど、わかりやすく伝わるように工夫いただきたい。
→ 具体的には、名称及び所在地、法人名、営業日及び営業時間、担当区域、支援員体制、事業の内容、活動実績
及び市町村が必要と認める事項（拠点等の特色等）の公表を行うこととするが、この取組を通じて、拠点等が自らの
取組と他の地域の拠点等の取組とを比較することも可能となり、自らの拠点等の運営の改善にもつながることが期
待できる。

（４）都道府県の役割
・ 都道府県は、管内の市町村を包括する広域的な見地から、市町村から拠点等の整備に関する検証及び検討状況
等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図る。また、市町村等における拠点等の整備を進めるに当
たって必要な支援を行うとともに、第四期障害福祉計画の期間中に拠点等の整備が見込まれない市町村に対して、
整備に向けた検討を早期に行うよう促す必要がある。必要な支援については、例えば、都道府県において拠点等の
整備、運営に関する研修会等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例）の紹介、また、現状や課題等を把
握し、共有するなど後方的かつ継続的な支援を図るなどの対応が考えられる。
・ なお、平成29年度から市町村協議会の活動状況について、都道府県が適切に把握する体制を構築するため、
地域生活支援事業等において、「障害者の地域生活の推進に向けた体制強化支援事業」を創設しているが、当該
事業については、都道府県協議会において管内市町村協議会の具体的な活動内容等についての報告を行う場を
設けるとともに、協議会活性化の参考となる事例等の収集や市町村間での情報交換等を行うことを推進することを
目的としているため、必要に応じて適宜活用されたい。

３ 市町村・都道府県の責務と役割

地域生活支援拠点等の整備促進について（通知）【概要】


